
稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱 

1/4 

稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱 

平成２０年９月２９日 

告示第２８号 

（目的） 

第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第７７条第１項第９号の規定に基づき、地域生活支援事業として

訪問入浴サービス事業（以下「事業」という。）を実施することにより、家庭において入

浴が困難な重度の身体障害者（障害児を含む。以下同じ。）に対し、移動入浴車による入

浴の機会の提供を図り、もって障害者の地域生活支援に資することを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、稲敷市とする。 

２ 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福

祉法人等（以下「事業者」という。）に委託することができる。 

（利用対象者） 

第３条 この事業を利用することができる対象者は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、

次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限り

でない。 

（１）市内に住所を有し、在宅で生活をしている者 

（２）家庭において、自力又は家族の介助のみによっては入浴することが困難であると市長

が認める者 

（３）医師が訪問入浴の利用に関し利用可能と認める者 

（４）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項の規定による要介護認定又は

同条第２項の規定による要支援認定を受けることができない者 

（５）他の障害福祉サービス等の利用によっても入浴の機会が得られない者 

（利用の申請及び決定） 

第４条 事業を利用しようとする身体障害者又は身体障害者の保護者（以下「申請者等」と

いう。）は、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（１）誓約書（様式第２号） 

（２）意見書（様式第３号） 
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（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項による申請を受けた時は、速やかに、事業の適否を決定し、稲敷市身体障

害者訪問入浴サービス事業利用決定・却下通知書（様式第４号）により申請者等に通知す

るものとする。 

３ 市長は、前項の規定により利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）を稲敷市

身体障害者訪問入浴サービス事業利用者台帳（様式第５号）に登録するとともに、稲敷市

身体障害者訪問入浴サービス事業利用依頼書（様式第６号）を当該事業者に通知するもの

とする。 

（利用の辞退） 

第５条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サー

ビス事業利用辞退届出書（様式第７号）により市長に届け出なければならない。 

（１）この事業の利用を中止するとき。 

（２）利用対象者の要件に該当しなくなったとき。 

（３）病院又は診療所に６月以上入院が継続したとき。 

（４）伝染性疾患に感染していると診断されたとき。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事

業辞退承認通知書（様式第８号）により利用者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により辞退を承認したときは、当該事業を提供する事業者に対し、

その旨を通知するものとする。 

（利用の変更） 

第６条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲敷市身体障害者訪問

入浴サービス事業利用変更届出書（様式第９号）により市長に届け出なければならない。 

（１）住所を変更したとき 

（２）氏名が変更になったとき 

２ 市長は前項の規定による届出があったときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業

利用変更承認通知書（様式第１０号）により利用者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、当該事業を提供する事業者に対し、

その旨を通知するものとする。 

（利用の取消し） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条の規定による事業

の利用決定を取り消すことができる。 
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（１）不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

（２）その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用決定を取り消すときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サー

ビス事業利用決定取消通知書（様式第１１号）により利用者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により取り消しを決定したときは、当該事業を提供する事業者に対

し、その旨を通知するものとする。 

（利用回数） 

第８条 事業の利用回数は１人当たり概ね週１回までとする。ただし、市長が特に必要と認

める場合は、この限りでない。 

（利用契約の締結） 

第９条 事業者は、事業の利用を開始するにあたり、あらかじめ利用者に対して、事業の利

用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該

事業の利用について利用者の同意を得て、利用者との間で利用の契約を締結するものとす

る。 

（利用料及び利用者負担額） 

第１０条 この事業に係る利用料は、１回当たり１２，５００円とする。 

２ 利用者は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額（以下「利

用者負担額」という。）を事業者に支払わなければならない。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する保護を受けている世帯 無料 

（２）前号の世帯以外の世帯 対象者１人につき、前項の利用料の１００分の１０に相当す

る額 

（利用者負担額の減免） 

第１１条 市長は、利用者に災害その他特別の理由があると認められるときは、前条に規定

する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。 

２ 利用者は、前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、

稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担額減額・免除申請書（様式第１２号）

を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、減免の可否に

ついて決定し、利用者に稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担額減額・免除

決定・却下通知書（様式第１３号）を通知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは、当該減免の決定に係る
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利用者が利用する事業者に対し、その旨を通知するものとする。 

（委託料） 

第１２条 第２条の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用料から利用者負担額を

差し引いた金額とする。 

２ 事業者は、事業を提供した月の翌月１０日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を

稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業委託請求書（様式第１４号）に利用実績記録票（様

式第１５号）を添えて請求するものとする。 

３ 市長は、前項の請求のあった日から３０日以内に内容を確認の上、委託料を支払うもの

とする。 

（事業者の責務） 

第１３条 事業者は、当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け、適正に

管理しなければならない。 

２ 事業者は、利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らし

てはならない。また、事業の従事者がその職を退いた後も同様とする。 

３ 事業者は、事業の実施に伴い事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるととも

に、市長に報告しなければならない。 

（事業者への指導等） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容に関し資料の提出

を求め、必要な調査をし、又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第１０号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第６５号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第３０号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第５７号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年告示第４０号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



 

 

 


